
第６１号議案 

令和４年度加東市一般会計補正予算（第６号） 

 令和４年度加東市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７，７５２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２４，５０８，５９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年１１月８日提出 

加東市長 岩 根  正 
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加東市一般会計補正予算（第６号）説明書 













令和４年度

加東市一般会計補正予算（第６号）補足説明書
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1　歳出補正予算の概要

（単位  千円）

確定申告相談等において、混雑状況の可視化、Ｗ
ＥＢ予約、呼出しができる受付管理システムを導
入することで、会場での待ち時間を短縮し、密集
を回避するとともに、ＤＸ推進による業務の効率
化及び行政サービス向上を図ります。
＜資料No.1＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】807千円

P6～7 賦課徴収事業 807 807 0

円、教育費を１０，８６０千円増額する一方、歳入歳出額調整のため予備費を２，９７６千円減額し、合計で４７，７５２千円の増額補正といたし

ます。

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

　令和４年度加東市一般会計補正予算（第６号）は、電力・食料品等の価格高騰の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減するため、小学校、中学校、

義務教育学校及び認定こども園等の給食費の無償化並びに給食費に相当する支援金の支給に係る事業費を追加するほか、確定申告相談等における待

ち時間を短縮し密集を回避するための受付管理システムの導入に係る事業費などを計上する補正予算を編成いたしました。

　補正予算の規模は、４７，７５２千円の増額とし、一般会計の総額を２４，５０８，５９５千円といたします。

　歳入予算では、１～３月分の給食費無償化に係る学校給食徴収金及びこども園等給食費負担金の減で諸収入を２７，７７０千円減額する一方、給

食費無償化等による子育て世帯の負担軽減支援や受付管理システムの導入に係る新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増で国庫支出

金を７５，５２２千円増額し、合計で４７，７５２千円の増額補正といたします。

　歳出予算では、受付管理システムの導入で総務費を８０７千円増額するほか、給食費等子育て世帯負担軽減事業などで、民生費を３９，０６１千
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事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

加東市に住民登録があり、認定こども園等に通う
就学前児童のいる世帯に対し、令和５年１月から
３月までの３か月分の給食費の無償化又は相当す
る額の支援金の支給による支援を行うことで、コ
ロナの影響が長引く中、電力・食料品等の価格高
騰の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減しま
す。＜資料No.2＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】22,149千円

0

就学前児童分　計 37,176 39,253

加東市に住民登録があり、認定こども園等に通園
していない就学前児童のいる世帯に対し、３か月
分の認定こども園等給食費に相当する額の支援金
を支給し、コロナの影響が長引く中、電力・食料
品等の価格高騰の影響を受ける子育て世帯の負担
を軽減します。＜資料No.2＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】15,027千円

加東市に住民登録があり、市立認定こども園等に
通う３歳以上の就学前児童に係る令和５年１月か
ら３月までの３か月分の給食費を無償化し、コロ
ナの影響が長引く中、電力・食料品等の価格高騰
の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減します。
＜資料No.2＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】2,077千円、諸収入【給食
費負担金】△2,077千円

0 2,077 △ 2,077 0

0

22,149 22,149

P6～7

15,027 15,027 0

0 △ 2,077

＜民生費・児童福祉総務費＞
給食費等子育て世帯負担軽減事
業（認定こども園等に通園して
いない就学前児童分）

＜民生費・児童福祉施設費＞
公立こども園等運営事業

＜民生費・児童運営費＞
給食費等子育て世帯負担軽減事
業（認定こども園等に通う就学
前児童分）
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事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

＜教育費・事務局費＞
給食費等子育て世帯負担軽減事
業（小学校・中学校・義務教育
学校等児童生徒分）

9,769 9,769

P6～9

小学校・中学校・
義務教育学校等児童生徒分　計

9,769

P6～7 児童館運営事業

加東市に住民登録があり、市立小学校、中学校及
び義務教育学校に通う児童生徒（就学援助等の対
象になる者を除く。）に係る令和５年１月から３
月までの３か月分の給食費を無償化し、コロナの
影響が長引く中、電力・食料品等の価格高騰の影
響を受ける子育て世帯の負担を軽減します。
＜資料No.3＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】25,693千円、諸収入【学
校給食徴収金】△25,693千円

0

加東市に住民登録があり、市立小学校、中学校及
び義務教育学校に通う就学援助等の対象になる児
童生徒のいる世帯、並びに市立以外の小学校、中
学校等に通う児童生徒のいる世帯に対し、３か月
分の市立学校給食費に相当する額の支援金を支給
し、コロナの影響が長引く中、電力・食料品等の
価格高騰の影響を受ける子育て世帯の負担を軽減
します。＜資料No.3＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】9,769千円

1,885

35,462 0 △ 25,693 0

＜教育費・保健体育費＞
学校給食材料購入事業

0 25,693 △ 25,693 0

1,885

社児童館「やしろこどものいえ」の「つくろう
棟」において、シロアリ被害が発生したことか
ら、被害があった木製建具等を補修するとともに
隣接する「あそぼう棟」等の防除を行います。
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事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

［市単独事業］
上鴨川住吉神社の自動火災報知設備について、受
信機に不具合が生じていることから、受信機等の
修理に係る防火設備管理事業補助金を追加しま
す。（総事業費649千円、市50％・事業者50％）

計 1,091 0 0 0 1,091

324 324

P8～9 文化財保護対策事業

767 767

［国庫補助関係］
令和５年度に国庫補助事業として実施する予定で
あった朝光寺の防火設備の更新について、令和４
年度事業として採択される見込みであることか
ら、防火設備管理事業補助金を追加します。（総
事業費15,341千円、国85％・県5％・市5％・事業
者5％）
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３ 順番待ちイメージ 

 （１）予約 

ア 会場 

   イ WEB 予約 

（２）順番待ち 

   ア 会場内 

イ 会場外 

来庁者は、番号発券機で、番号を

受け取って順番を待ちます。 

お家から携帯電話で簡単に予約 

モニターで確認 

あと 3組で 

あなたの番ですよ 

自動呼出し 

賦課徴収事業

受付管理システムイメージ
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給食費等子育て世帯負担軽減事業（就学前児童）について

物価高騰による子育て世帯の生活への影響を緩和するため、加東市に住民登録があり就学前の児童を有す
る世帯に対し、給食費又は給食費相当額（３か月分）を支援する。

１．事業概要

２．対象者及び実施方法

支援区分 実施方法 対象児童及び施設 支援内容 担当課

保育所・
認定こど
も園等に
通う児童

〇給食費
負担分

全額を支援
給食費を
徴収しない

令和５年１月１日
時点で加東市に住
民登録がある児童

①加東市立 ３園
（３歳以上児）

市は、１月分から３月分までの給
食費を徴収しない。

こども教育課

②市内私立
認定こども園又は認可保育所
（３歳以上児）

対象施設は、１月から３月分まで
の給食費を徴収しない。市へ請求。

〇給食費
相当額

現金給付

保護者の申
請により支
援金を支給

加東市に住民登録
があり、令和５年
１月２日から３月
末までの間で対象
となる児童

①加東市立 ３園
②市内私立
認定こども園又は認可保育所
（３歳以上児）

保護者の申請により口座へ振込み

①申請対象者：対象児童の保護者
②支援金：１５，０００円
※市内の平均給食費３か月分

③申請書の配布：対象者へ郵送

④提出方法：窓口（郵送可）令和５年１月１日
から３月末までの
間で加東市に住民
登録がある児童

①市内認定こども園又は認可保育所
・副食費徴収免除対象者
・３歳未満児

②市外認定こども園又は認可保育所
又は小規模保育事業
③認可外保育施設又は附属幼稚園
※子育てのための施設等利用給付認
定を受けていること

上記以外
の児童

上記以外の就学前児童 福祉総務課
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給食費等子育て世帯負担軽減事業（小中学生）について

物価高騰による子育て世帯の生活への影響を緩和するため、加東市に住民登録があり小学校・中学校・義
務教育学校等に通う児童生徒を有する世帯に対し、給食費又は給食費相当額（３か月分）を支援する。

１．事業概要

２．対象者及び実施方法

支援区分 実施方法 対象児童生徒 支援内容 担当課

〇給食費負担分

全額を支援

給食費を

徴収しない
令和５年１月１

日時点で加東市

に住民登録があ

る児童生徒

・加東市立学校の児童生徒

（就学援助等対象者を除

く）

市は、３学期分の給食費を徴収し

ない。

教育総務課

〇給食費相当額

現金給付

保護者の申
請により支
援金を支給

・加東市立学校の児童生徒

（就学援助等対象者）

・加東市立以外の小学校・

中学校等の児童生徒

保護者の申請により口座へ振込み

①申請対象者：対象児童生徒の保

護者

②支援金：１０，０００円

※市立学校給食費相当額

（３か月分）

③申請書の配布：対象者へ郵送

④提出方法：窓口（郵送可）

令和５年１月２

日から３月末ま

での間で加東市

に住民登録があ

る児童生徒

・加東市立学校の児童生徒

・加東市立以外の小学校・

中学校等の児童生徒
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